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十
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七
月
五
日
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問
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二

号

防
衛
庁
に
お
け
る
「
審
議
会
等
の
透
明
化
、
見
直
し
等
に
つ
い
て
」
（
九
十
五
年
九
月
二
十
九
日
閣
議
決
定
）

の
遵
守
状
況
に
関
す
る
質
問
主
意
書

2



防
衛
庁
に
お
け
る
「
審
議
会
等
の
透
明
化
、
見
直
し
等
に
つ
い
て
」
（
九
十
五
年
九
月
二
十
九
日
閣
議
決
定
）

の
遵
守
状
況
に
関
す
る
質
問
主
意
書

防
衛
庁
に
お
け
る
「
審
議
会
等
の
透
明
化
、
見
直
し
等
に
つ
い
て
」
（
九
十
五
年
九
月
二
十
九
日
閣
議
決
定
、
以
下
「
閣
議

決
定
」
と
い
う
。
）
と
「
審
議
会
等
及
び
懇
談
会
等
行
政
運
営
上
の
会
合
の
運
営
等
に
関
す
る
指
針
」
（
九
十
四
年
六
月
二
十

四
日
、
審
議
会
等
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
の
た
め
の
関
係
省
庁
連
絡
会
議
申
合
せ
、
以
下
「
指
針
」
と
い
う
。
）
の
遵
守
状
況
に

関
し
以
下
質
問
す
る
。
国
会
法
所
定
の
答
弁
期
間
内
に
答
え
ら
れ
た
い
。

一

防
衛
施
設
中
央
審
議
会
の
公
開
に
つ
い
て

�

前
国
会
に
お
い
て
提
出
し
た
「
防
衛
庁
に
お
け
る
審
議
会
等
及
び
懇
談
会
等
の
公
開
状
況
に
関
す
る
質
問
」
に
対
す
る

政
府
答
弁
書
（
以
下
「
政
府
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
で
は
「
防
衛
施
設
中
央
審
議
会
」
の
議
事
の
公
開
に
関
し
「
委
員
の

了
解
を
得
て
非
公
開
と
な
っ
た
」
（
一
の
�
に
つ
い
て
）
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
関
し
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

�

こ
の
事
実
は
閣
議
決
定
で
定
め
る
「
当
該
審
議
会
等
に
お
い
て
決
定
」
（
�－

（
�
）
）
を
経
た
こ
と
に
な
る
の

か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



�

こ
の
事
実
は
指
針
で
定
め
る
「
当
該
審
議
会
等
の
決
定
」
（
�－

�
）
を
経
た
こ
と
に
な
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

こ
の
時
、
議
事
の
非
公
開
を
了
承
し
な
か
っ
た
委
員
は
い
た
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

そ
も
そ
も
閣
議
決
定
は
、
審
議
会
等
の
具
体
的
運
営
に
関
し
「
法
令
に
別
段
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
審
議

会
等
に
お
い
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
（
�－

（
�
）
）
と
定
め
て
い
る
。
防
衛
施
設
庁
が
同
審
議
会
に
審
議

の
非
公
開
を
働
き
か
け
た
こ
と
自
体
、
こ
の
条
項
に
反
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

�

閣
議
決
定
で
は
、
審
議
会
は
「
特
段
の
事
情
に
よ
り
会
議
又
は
議
事
録
を
非
公
開
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
必
ず

明
示
す
る
」
（
�－

（
�
）
）
と
定
め
て
い
る
が
、
同
審
議
会
に
お
い
て
非
公
開
理
由
の
「
明
示
」
は
何
時
、
い
か
な
る

方
法
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
の
か
。
も
し
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

政
府
答
弁
書
に
よ
れ
ば
本
年
四
月
十
二
日
に
開
催
さ
れ
た
同
審
議
会
に
つ
い
て
は
「
あ
ら
か
じ
め
報
道
関
係
者
に
対
し

そ
の
開
催
等
を
防
衛
庁
か
ら
広
報
し
、
同
審
議
会
で
議
事
に
つ
い
て
公
開
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
上
で
、
報
道
関
係
者
に

開
放
し
た
形
で
議
事
が
進
め
ら
れ
」
（
一
の
�
に
つ
い
て
）
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

二



�

指
針
で
は
審
議
会
等
の
開
催
予
定
に
関
し
て
「
公
表
す
る
も
の
と
す
る
」
（
�－

�－

（
�
）
）
と
定
め
て
い
る

が
、
「
あ
ら
か
じ
め
報
道
関
係
者
に
対
し
そ
の
開
催
等
を
防
衛
庁
か
ら
広
報
」
し
た
こ
と
は
、
同
条
項
で
定
め
る
「
公

表
」
を
し
た
こ
と
に
な
る
の
か
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

指
針
の
同
条
項
で
定
め
る
「
公
表
」
の
定
義
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
言
い
換
え
る
と
い
か
な
る
要
件
を
満

た
せ
ば
（
例
え
ば
官
報
に
お
け
る
告
示
な
ど
）
「
公
表
」
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
と
政
府
は
考
え
て
い
る
の
か
。

�

一
般
国
民
が
議
事
を
傍
聴
で
き
な
く
と
も
、
「
報
道
関
係
者
に
開
放
し
た
形
で
議
事
が
進
め
ら
れ
」
た
こ
と
を
も
っ

て
閣
議
決
定
の
定
め
る
「
会
議
の
公
開
」
（
�－

（
�
）
）
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。

�

閣
議
決
定
の
同
条
項
で
定
め
る
「
会
議
の
公
開
」
の
定
義
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
言
い
換
え
る
と
い
か
な

る
要
件
を
満
た
せ
ば
「
会
議
の
公
開
」
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
と
政
府
は
考
え
て
い
る
の
か
。

�

防
衛
施
設
中
央
審
議
会
の
議
事
に
お
い
て
過
去
か
ら
現
在
ま
で
に
次
の
条
項
に
関
わ
る
事
項
に
つ
い
て
審
議
の
対
象
に

な
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

自
衛
隊
法
第
五
十
九
条
に
基
づ
く
「
秘
密
」
。

三



�

日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
等
に
伴
う
秘
密
保
護
法
第
一
条
第
三
項
で
定
め
る
「
防
衛
秘
密
」
。

�

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日

本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
第
六
条
で
定
め
る
「
合
衆
国
軍
隊
の

機
密
」
。

�

「
取
扱
い
上
の
注
意
を
要
す
る
文
書
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
通
達
）
」
（
防
防
調
一
第
九
四
八
号
）
で
定
め
る

「
取
扱
い
上
の
注
意
を
要
す
る
文
書
等
」
。

二

審
議
会
の
議
事
録
及
び
議
事
要
旨
に
つ
い
て

�

政
府
答
弁
書
に
よ
る
と
、
審
議
会
及
び
懇
談
会
の
議
事
録
及
び
議
事
要
旨
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
を
全
く
作
成
し
て
い
な

か
っ
た
り
、
一
部
作
成
し
た
り
と
、
審
議
会
、
懇
談
会
ご
と
に
対
応
が
ば
ら
ば
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
審
議
会
等
及
び
懇

談
会
等
行
政
運
営
上
の
会
合
に
お
け
る
議
事
録
を
作
成
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
主
体
は
ど
こ
な
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

�

閣
議
決
定
で
は
「
一
般
の
審
議
会
は
、
特
段
の
事
情
に
よ
り
会
議
又
は
議
事
録
を
非
公
開
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
理
由

を
必
ず
明
示
す
る
こ
と
と
し
、
議
事
要
旨
を
原
則
公
開
と
す
る
」
（
�－

（
�
）
）
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
議
事
要
旨
を

四



非
公
開
と
す
る
の
は
ど
う
い
う
場
合
か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

防
衛
庁
に
お
い
て
は
政
府
答
弁
書
で
の
答
弁
を
早
速
実
行
に
移
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
審
議
会
等

関
係
資
料
を
掲
載
し
た
こ
と
は
評
価
し
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
若
干
不
明
な
点
が
存
在
す
る
の
で
、
以
下
の
点
を
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。

�

防
衛
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
た
「
第
�
回
防
衛
施
設
中
央
審
議
会
議
事
録
」
及
び
「
第
�
回
自
衛
隊
員
倫
理

審
査
会
議
事
録
」
は
閣
議
決
定
で
い
う
「
議
事
録
」
（
�－

（
�
）
）
に
該
当
す
る
も
の
な
の
か
。

�

「
防
衛
調
達
制
度
調
査
検
討
会
議
事
概
要
」
及
び
「
防
衛
調
達
適
正
化
会
議
議
事
概
要
」
で
い
う
「
議
事
概
要
」
と

は
そ
れ
ぞ
れ
閣
議
決
定
で
い
う
「
議
事
録
」
な
い
し
「
議
事
要
旨
」
に
該
当
す
る
の
か
否
か
。

三

政
府
答
弁
書
で
言
及
さ
れ
て
い
な
い
懇
談
会
等
に
つ
い
て

マ
ス
コ
ミ
報
道
等
で
見
る
限
り
、
指
針
の
決
定
以
来
、
防
衛
庁
に
お
い
て
設
け
ら
れ
た
審
議
会
等
及
び
懇
談
会
等
行
政
運

営
上
の
会
合
と
思
わ
れ
る
も
の
に
次
の
も
の
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
が
審
議
会
等
及
び
懇
談
会
等
行
政
運
営
上
の
会
合
に
該

当
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
予
備
自
衛
官
雇
用
問
題
懇
談
会
」
（
九
十
六
年
八
月
一
日
付
『
朝
雲
』
既
報
）
。

五



�

「
有
識
者
に
よ
る
調
本
の
二
十
一
世
紀
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
委
員
会
」
（
九
十
八
年
三
月
二
十
六
日
付
『
朝
雲
』
既
報
）
。

�

「
防
衛
戦
略
研
究
会
議
」
（
九
十
九
年
七
月
十
五
日
付
『
朝
雲
』
既
報
）
。

右
質
問
す
る
。

六


